
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及 

び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技 

能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について 

 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ３ 日 

閣 議 決 定 

 

 

 

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。

以下「入管法」という。）第２条の４第１項及び外国人の育

成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

（平成２８年法律第８９号。以下「育成就労法」という。）第７条

の２第１項の規定に基づき、入管法第２条の３第１項及び育

成就労法第７条第１項の規定に基づき定められた特定技能の

在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の

適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針（以

下「基本方針」という。）にのっとって、特定技能の在留資

格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の

運用に関する方針を別紙１から別紙７まで、別紙９及び別紙

１１から別紙１９までのとおり定める。 

また、入管法第２条の４第１項の規定に基づき、基本方針

にのっとって、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

る方針を別紙８及び別紙１０のとおり定める。 

これに伴い、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

る方針（平成３０年１２月２５日閣議決定）は、廃止する。 

 




